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くみあいニュース山口大学教職員組合（2021年 12月 16 日 Thursday） 

第 251号（2020 年度-第 17号）／電話：083-933-5034・メール：fuy-union@ma4.seikyou.ne.jp 

 

山口大学、組合の業績評価給の問題点指摘に根拠を示せと逆照会 
 

 組合が 10月 22日に提出した学長宛の申し入れ書で「年俸制の過大な評価反映額を圧縮

しなかった場合、大学院生の指導を行っている教員が本来受けるべき給与から大幅に少な

い給与しか受け取れない者が相当数生じることが明らかになっています」と指摘したことに

対して、大学側は田中副学長名で 10月 28日に、「具体的な根拠となる数字を持って示して頂き

たい」とする「照会状」を福田委員長宛に提示してきました。 

 組合が申し入れで示した見解について、大学がこうした形で「照会」してきた例は過去になく、もし、大

学が組合の指摘に納得できないのであれば、協議･交渉の場で議論するのが通例であり、そうした場を速やか

に設定することこそ急がれるべきです。しかし今回は、この問題について人事課と組合との折衝、人事課か

らの各種資料の提示等で相当の時間が経過していることを踏まえて、今回に限り組合としての「回答」を行

うこととしました。具体的には、11月 19日付けで「当組合への 10月 28日付け照会状について（回答）」と

して、試算にもとづく給与増減比較資料を付して「回答」しました。（２頁掲載資料参照）試算によれば、２

割から４割の者が給与減となることが明らかになっています。（３頁掲載資料参照） 

  

年俸制の現行の給与反映額のままでは相当数の者の給与減 
 

年俸制の給与反映額は「S」ランクの場合、職位に関係なく一律１００万円と設定されている

ため、教授クラスで大学院博士課程の指導を行っていた場合でも実質４０万円以上の「報奨金」

となりますが、これは、これまでの特別貢献手当の最高額すなわちノーベル賞級の報奨金３０

万円を上回る額となります。これがもし、大学院生の指導を行っていない助教がＳ評価とされた場

合、「ずばり１００万円」が支給されることになり、これまでの特別貢献手当最高額の３倍以上の金額と

なります。これが学長裁定のＳＳの場合は１２０万円ですから、さらに大きな報奨金となるわけです。 

 こうした極端な設定により大きな問題点を抱える制度を「若手に有利に設定した」として、年俸制移行を

促していますが、問題は、ひとにぎりの S,SS評価のために給与が実質的に大幅減額となる者がかなりの数に

ならざるを得ないことにあります。 

  

組合、業績評価給設定への対案提示（12/15） 
～年俸制は上位級の評価額引き下げと職位別評価給設定を～ 

 このため組合は 12月 15日に「業績評価結果にもとづく給与決定システムの見直しについ

て」との申し入れ書を副学長宛に提出し、年俸制評価給の問題点緩和を諮る具体案などを示し

ました。（４頁掲載資料参照） 

 組合は基本的には業績評価給導入を歓迎しているものではありませんが、文科省の「指導」

のもとで導入せざるを得ないとしても、少しでも問題を緩和することが必要という立場での提案としていま

す。具体的には、区分ごとの加算額を一定額ではなく職位等別に設定する形で見直しを行い、評価反映額の

不均衡を調整する形での提案としています。なお、区分Ｃの上位にＣ＋を新たに設定することも提案してい

ます。この提案どおりに改定すれば、給与減となる者の数が減少し一定の増額となる者が増加します。  

全教職員配布 
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大学からの照会状への回答 
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１．大学院生の指導状況を重視した評価結果 

２．大学院生の指導状況を特に重視しなかった評価結果 
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大学への申入書 


